
一

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
福
島
の
復
興
及
び
再
生
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
市
町
村
に
よ
る
特
定
帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
の
作

成
及
び
そ
の
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定
、
当
該
認
定
を
受
け
た
同
計
画
に
基
づ
く
国
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
等
の
代
行
及
び

国
の
負
担
に
よ
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
の
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
福
島
県
知
事
と
協
議
の
上
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
及
び
認
定
福

島
復
興
再
生
計
画
に
即
し
て
、
特
定
帰
還
居
住
区
域
（
特
定
避
難
指
示
区
域
内
の
区
域
（
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
の
区
域

等
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
放
射
線
量
を
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
り
特
定
避
難
指

示
の
解
除
に
支
障
が
な
い
基
準
以
下
に
低
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
条
件
に
該
当
す
る
も
の
の
う

ち
、
特
定
避
難
指
示
の
解
除
に
よ
る
住
民
の
帰
還
及
び
当
該
住
民
の
帰
還
後
の
生
活
の
再
建
を
目
指
す
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
復
興
及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
特
定
帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作

成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



二

二
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
帰
還
居

住
区
域
復
興
再
生
計
画
の
実
施
が
特
定
帰
還
居
住
区
域
の
復
興
及
び
再
生
の
推
進
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
国
は
、
二
の
認
定
を
受
け
た
特
定
帰
還
居
住
区
域
復
興
再
生
計
画
（
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
行
う

土
地
改
良
事
業
、
砂
防
工
事
、
道
路
工
事
そ
の
他
の
工
事
で
あ
っ
て
、
福
島
県
等
の
要
請
に
基
づ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
が
主

務
大
臣
の
同
意
を
得
て
指
定
し
た
も
の
等
を
、
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
環
境
大
臣
は
、
認
定
特
定
帰
還
居
住
区
域
（
認
定
計
画
に
記
載
さ
れ
た
特
定
帰
還
居
住
区
域
を
い
い
、
こ
の
項
に
お
い
て

は
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
又
は
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、

認
定
計
画
に
従
っ
て
、
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
及
び
除
去
土
壌
の
処
理
又
は
廃
棄
物
の
処
理
（
認
定
特
定
帰
還
居
住
区
域

内
の
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
に
限

る
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
は
国
の
負
担
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


